
連
続
企
画
●
憲
法
九
条
実
現
の
た
め
に
〈62〉

高
市
政
権
下
の
軍
事
化
の
進
行
と

憲
法
の
平
和
原
則
の
発
展

稲
　
正
樹
　
日
本
民
主
法
律
家
協
会
理
事
長

　

一
　
軍
事
費
の
増
額

　

現
在
追
求
さ
れ
て
い
る
安
保
三
文
書
の
改
定
の
焦

点
の
一
つ
が
軍
事
費
の
増
額
で
あ
る
。
二
〇
二
五
年

一
一
月
に
発
表
さ
れ
た
米
国
の
「
国
家
安
全
保
障
戦

略
」
は
、「
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
が
日
本
と
韓
国
の
負
担

共
有
の
増
大
を
強
く
求
め
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、

我
々
は
両
国
に
対
し
、
敵
対
勢
力
の
抑
止
と
第
一
列

島
線
の
防
衛
に
必
要
な
新
た
な
能
力
を
含
め
た
能

力
に
重
点
を
お
い
た
国
防
費
の
増
額
を
強
く
求
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
た
⑴
。
そ
し
て
近
く

公
表
予
定
の
米
国
の
「
国
家
防
衛
戦
略
」
の
方
針
を

反
映
し
て
、
米
国
防
長
官
は
一
二
月
六
日
に
、
日
本

な
ど
の
同
盟
国
に
数
年
以
内
に
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
五
％
ま
で

国
防
費
を
引
き
上
げ
る
目
標
を
導
入
す
る
こ
と
を
求

め
た
⑵
。
従
属
国
家
日
本
⑶

が
ア
メ
リ
カ
の
要
求
を
毅

然
と
し
て
跳
ね
除
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
正
念
場

と
な
っ
て
い
る
。

　

一
一
月
二
八
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
二
五
年
度
補

正
予
算
案
で
は
軍
事
費
総
額
に
一
・
一
兆
円
を
計
上

し
、
二
〇
二
七
年
度
ま
で
に
達
成
す
る
計
画
だ
っ
た

Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
二
％
目
標
を
前
倒
し
し
て
達
成
し
た
。

二
二
年
度
か
ら
わ
ず
か
三
年
間
で
二
倍
に
引
き
上
げ

る
異
常
な
大
軍
拡
で
あ
る
。
軍
事
費
の
大
幅
増
額
を

求
め
る
ト
ラ
ン
プ
政
権
の
要
求
に
応
じ
て
、
高
市
首

相
は
所
信
表
明
演
説
で
二
五
年
度
中
の
二
％
目
標
の

前
倒
し
達
成
と
、
安
保
三
文
書
を
二
六
年
中
に
改
訂

す
る
意
向
を
示
し
て
い
た
。
財
政
法
で
は
補
正
予
算

の
作
成
に
関
し
て
、「
予
算
作
成
後
に
生
じ
た
事
由
に

基
づ
き
特
に
緊
要
と
な
っ
た
経
費
の
支
出
」
を
行
う

場
合（
二
九
条
一
項
）と
規
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
安

倍
政
権
の
一
三
年
度
か
ら
補
正
予
算
へ
の
軍
事
費
計

上
が
常
態
化
し
て
い
る
⑷
。

　

さ
ら
に
政
府
・
自
民
党
は
、
所
得
税
に
一
％
の
防

衛
特
別
所
得
税（
仮
称
）を
新
設
し
二
〇
二
七
年
一
月

か
ら
実
施
す
る
。同
時
に
二
〇
一
三
年
一
月
か
ら
二
〇

三
七
年
一
二
月
ま
で
税
額
に
二
・
一
％
上
乗
せ
し
て

課
さ
れ
る
復
興
特
別
所
得
税
の
税
率
を
一
％
引
き
下

げ
、
時
限
措
置
を
延
長
す
る
。
防
衛
増
税
は
期
間
を

定
め
な
い
恒
久
措
置
と
す
る
見
込
み
と
報
道
さ
れ
て

い
る（
一
二
月
五
日
の
報
道
）。

　

こ
の
よ
う
な
動
向
に
対
し
て
、
軍
事
支
出
の
再
生

産
外
消
耗
性
を
再
確
認
し
て
、
そ
れ
を
抜
本
的
に
削

減
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
国
憲
法
の
「
平
和
国

家
」
の
具
体
化
を
図
る
こ
と
を
改
め
て
確
認
し
た
い
。

す
な
わ
ち
、「
軍
備
と
戦
争
は
、
軍
事
的
に
も
経
済
・

財
政
的
に
も
す
で
に
伝
統
的
な
手
段
性（
外
国
の
武
力

攻
撃
か
ら
、
国
民
の
人
権
と
国
家
の
独
立
を
守
る
最
後

手
段
と
し
て
国
家
に
必
要
不
可
欠
な
も
の
と
す
る
）を
喪

失
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
生
存
権
や
社
会
保
障
等

『
文
明
』
の
破
壊
要
因
と
な
っ
て
い
る
。
国
際
的
な
合

意
と
な
っ
て
い
る
『
国
際
紛
争
』
の
平
和
的
解
決
を
踏

ま
え
て
、
軍
縮
を
本
格
的
に
唱
導
し
、
実
行
に
移
せ

ば
、『
危
機
』
の
克
服
に
不
可
欠
な
大
き
な
財
源
を
得

る
こ
と
に
も
な
る
。
そ
れ
は
、
日
本
の
場
合
、
憲
法

上
政
府
の
義
務
に
属
す
る
こ
と
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ

を
も
救
出
す
る
方
法
と
な
る
⑸
」。

　

二
　
非
核
三
原
則
の
見
直
し

　

高
市
早
苗
首
相
は
二
〇
二
五
年
一
一
月
一
一
日
の

衆
議
院
予
算
委
員
会
で
、
来
年
度
中
を
目
指
す
安
保

三
文
書
の
前
倒
し
改
訂
で
「
非
核
三
原
則
を
堅
持
す

る
」
と
の
文
言
を
引
き
継
ぐ
か
を
め
ぐ
り
、「
申
し
上

げ
る
段
階
で
は
な
い
」
と
述
べ
、
堅
持
す
る
か
否
か

明
言
を
避
け
た
⑹
。
一
一
月
一
五
日
に
は
自
民
党
と

維
新
の
会
で
見
直
し
を
含
め
て
議
論
す
る
方
向
だ

と
報
道
さ
れ
た
⑺
。

　

一
一
月
二
六
日
の
公
明
党
の
斉
藤
鉄
夫
代
表
と
の

党
首
討
論
で
は
非
核
三
原
則
を
「
政
策
上
の
方
針
と

し
て
は
堅
持
し
て
い
る
」
が
、「
持
ち
込
ま
せ
ず
」
に

つ
い
て
は
、
民
主
党
政
権
の
岡
田
外
相
の
二
〇
一
〇

年
の
国
会
答
弁
を
引
き
継
い
で
い
る
と
述
べ
、
有
事

の
例
外
扱
い
の
可
能
性
に
触
れ
た
こ
れ
ま
で
の
政
府

見
解
の
継
承
を
表
明
し
た
⑻
。

　

自
民
党
の
安
全
保
障
調
査
会
は
安
保
三
文
書
の
改

巻頭言
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定
に
向
け
た
議
論
を
開
始
し
、
二
六
年
春
ま
で
に
ま

と
め
る
予
定
の
安
保
三
文
書
の
改
定
の
際
に
非
核
三

原
則
の
見
直
し
を
行
う
こ
と
が
報
道
さ
れ
て
い
る
⑼
。

　

非
核
三
原
則
の
見
直
し
に
関
し
て
、
笹
川
平
和
財

団
の
安
全
保
障
・
日
米
グ
ル
ー
プ
は
以
下
の
よ
う
な

主
張
を
し
て
い
る
⑽
。

　
「
非
核
三
原
則
の
う
ち
、『（
米
国
に
核
を
）持
ち
込
ま

せ
ず
』
は
、
台
湾
有
事
に
お
い
て
、
中
国
を
打
撃
で

き
る
米
陸
・
海
・
空
軍
の
核
搭
載
の
装
備
を
日
本
に

配
備
ま
た
は
寄
港
さ
せ
ら
れ
な
い
こ
と
を
意
味
し
て

お
り
、
米
国
の
拡
大
核
抑
止
の
有
効
性
を
低
下
さ
せ

る
と
い
う
意
味
で
安
全
保
障
上
の
国
益
を
損
ね
て
い

る
。
本
来
、『（
中
国
に
核
を
）撃
ち
込
ま
せ
ず
』
と
い
う

べ
き
と
こ
ろ
で
あ
り
、
安
全
保
障
の
論
理
と
し
て
は

倒
錯
し
て
い
る
。」

　
「【
提
言
２
】共
同
計
画
実
現
の
た
め
の
、
非
核
三
原

則
第
３
項
『
持
ち
込
ま
せ
ず
』
の
見
直
し
：
①
日
本

の
非
核
三
原
則
の
う
ち
、
核
搭
載
米
艦
船
及
び
米
航

空
機
の
、
寄
港
及
び
領
海
内
通
行
・
領
空
通
過
さ
え

認
め
な
い
と
い
う
従
来
の
『
持
ち
込
ま
せ
ず
』
の
解

釈
は
、
将
来
の
緊
急
事
態
の
発
生
に
際
し
て
日
本
へ

の
核
持
ち
込
み
が
必
要
に
な
っ
た
場
合
に
は
時
の
政

権
の
判
断
で
非
核
三
原
則
の
例
外
を
認
め
る
、
と
い

う
政
府
見
解（
２
０
１
０
年
３
月
17
日
の
衆
議
院
外
務

委
員
会
で
当
時
の
岡
田
克
也
外
相
答
弁
）に
従
っ
て
、
見

直
す
必
要
が
あ
る
。
②
非
核
三
原
則
の
う
ち
第
３
項

『
持
ち
込
ま
せ
ず
』
を
『
撃
ち
込
ま
せ
ず
』
に
変
更
す

る
べ
き
で
あ
る
。
さ
も
な
け
れ
ば
、【
提
言
３
】
の
米

国
の
戦
術
核
の
作
戦
上
の
選
択
肢
に
関
し
て
、
日
本

政
府
と
し
て
発
言
権
を
失
う
こ
と
に
な
る
。
③
こ
れ

に
伴
い
、
下
記【
提
言
７
】で
示
す
よ
う
な
、
日
本
国

内
へ
の
米
国
の
核
持
ち
込
み
や
日
米
間
の
核
共
有
の

取
り
組
み
等
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。」

　

な
お
、【
提
言
３
】
は
、「
核
レ
ベ
ル
ま
で
の
エ
ス
カ

レ
ー
シ
ョ
ン
を
想
定
し
た
有
事
の
作
戦
に
関
わ
る
日

米
拡
大
抑
止
協
議
の
開
始
」、【
提
言
７
】は
、「
自
衛
隊

の
核
抑
止
に
関
連
し
た
運
用
能
力
の
向
上
及
び
核
持

ち
込
み
・
核
共
有
の
推
進
」
を
述
べ
て
い
る
。

　

非
核
三
原
則
の
見
直
し
は
、
国
内
へ
の
核
持
ち
込

み
を
平
時
か
ら
認
め
る
こ
と
で
ア
メ
リ
カ
の
核
戦
略

へ
の
加
担
を
一
層
深
め
日
本
を
核
戦
争
の
足
場
に
し

よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
国
会
決
議
に
よ
る
国
是

を
一
内
閣
の
判
断
で
変
更
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
⑾
。

日
本
が
な
す
べ
き
こ
と
は
、
核
兵
器
禁
止
条
約
へ
の

加
盟
、
東
北
ア
ジ
ア
非
核
地
帯
条
約
の
締
結
、
そ
し

て
通
常
兵
器
を
含
め
た
軍
縮
の
実
現
の
推
進
に
率

先
し
て
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
で
あ
る
⑿
。

　

三
　
武
器
輸
出
の
全
面
的
な
解
禁

　

日
本
が
武
器
を
輸
出
し
な
い
こ
と
は
、
専
守
防
衛

や
非
核
三
原
則
と
並
ん
で
、
平
和
憲
法
の
下
で
の
日

本
の
国
是
だ
っ
た
。
一
九
六
七
年
に
佐
藤
首
相
が
表

明
し
た
共
産
圏
諸
国
、
国
連
決
議
で
武
器
の
輸
出
が

禁
止
さ
れ
て
い
る
国
、
国
際
紛
争
の
当
事
国
ま
た
は

そ
の
お
そ
れ
の
あ
る
国
へ
の
武
器
輸
出
を
禁
止
す
る

「
武
器
輸
出
三
原
則
」
は
、
一
九
七
六
年
に
三
木
内
閣

に
よ
っ
て
、
三
原
則
対
象
地
域
以
外
の
地
域
に
つ
い

て
も
憲
法
及
び
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
管
理
法

（
現
在
は
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
）の
精
神
に
の
っ

と
り
「
武
器
」
の
輸
出
を
慎
む
、
武
器
製
造
関
連
設

備
の
輸
出
に
つ
い
て
は
「
武
器
」
に
準
じ
て
取
り
扱

う
と
い
う
政
府
統
一
見
解
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
一
九

八
一
年
に
は
、
全
会
派
一
致
の
共
同
提
案
で
衆
議
院

と
参
議
院
に
お
い
て
、「
政
府
は
、
武
器
輸
出
に
つ
い

て
、
厳
正
か
つ
慎
重
な
態
度
を
も
つ
て
対
処
す
る
と

共
に
制
度
上
の
改
善
を
含
め
実
効
あ
る
措
置
を
講

ず
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
「
武
器
輸
出
問
題
に
関
す

る
決
議
」
が
な
さ
れ
た
。

　

と
こ
ろ
が
安
倍
内
閣
は
、
二
〇
一
四
年
四
月
に
新

た
に
「
防
衛
装
備
移
転
三
原
則
」
を
閣
議
決
定
し
た
⒀
。

第
一
原
則
は
「
移
転（
＝
輸
出
）を
禁
止
す
る
場
合
の

明
確
化
」
で
あ
り
、
①
日
本
が
締
結
し
た
条
約
な
ど

の
国
際
約
束
に
違
反
す
る
場
合
、
②
当
該
移
転
が
国

連
安
全
保
障
理
事
会
の
決
議
に
違
反
す
る
場
合
、
③

紛
争
当
事
国（
国
連
安
保
理
が
制
裁
措
置
を
と
っ
て
い
る

対
象
国
）へ
の
移
転
と
な
る
場
合
の
海
外
移
転
を
禁

じ
た
が
、
こ
れ
ま
で
「
紛
争
当
事
国
」
だ
け
で
な
く

「
そ
の
お
そ
れ
の
あ
る
国
」
向
け
の
輸
出
も
禁
じ
て

い
た
の
を
、
除
外
し
た
。

　

第
二
原
則
の
「
移
転
を
認
め
得
る
場
合
の
限
定
並

び
に
厳
格
審
査
及
び
情
報
公
開
」
は
、
平
和
貢
献
・

国
際
協
力
の
積
極
的
推
進
と
わ
が
国
の
安
全
保
障
に

資
す
る
場
合
に
移
転
を
認
め
る
と
し
た
。
極
め
て
抽

象
的
な
規
定
で
あ
り
、
政
府
の
恣
意
的
な
判
断
が
可

能
と
な
っ
た
。
米
国
な
ど
同
盟
国
と
の
武
器
の
共
同

開
発
・
生
産
の
実
施
、
安
全
保
障
・
防
衛
分
野
に
お

け
る
協
力
の
強
化
並
び
に
装
備
品
の
維
持
な
ど
を
、

無
条
件
に
安
全
保
障
に
資
す
る
場
合
と
し
て
例
示
し

て
い
る
。　

　

第
三
原
則
の
「
目
的
外
使
用
及
び
第
三
国
移
転
に

係
る
適
正
管
理
の
確
保
」
は
、
相
手
国
政
府
に
目
的

外
使
用
・
第
三
国
移
転
に
つ
い
て
日
本
の
事
前
同
意

を
義
務
づ
け
た
が
、
平
和
貢
献
・
国
際
協
力
の
積
極
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的
な
推
進
の
た
め
適
切
と
判
断
さ
れ
る
場
合
な
ど
に

は
仕
向
け
先
の
管
理
体
制
の
確
認
で
足
り
る
と
し
た
。

武
器
輸
出
を
原
則
禁
止
か
ら
原
則
容
認
へ
と
転
換
さ

せ
る
も
の
と
な
っ
た
。

　

岸
田
政
権
下
の
二
〇
二
三
年
一
二
月
二
二
日
に

「
防
衛
装
備
移
転
三
原
則
」
と
「
運
用
指
針
」
が
改
定

さ
れ
、
殺
傷
兵
器
の
輸
出
が
解
禁
さ
れ
た
。
前
者
で

は
、
新
た
に
、「
官
民
一
体
と
な
っ
て
防
衛
装
備
の
海

外
移
転
を
進
め
る
こ
と
」
が
謳
わ
れ
た
。
後
者
で
は
、

①
国
際
共
同
開
発
・
生
産
に
関
し
て
、
パ
ー
ト
ナ
ー

国
が
完
成
品
を
移
転
し
た
第
三
国
へ
の
部
品
や
技
術

の
直
接
移
転
も
可
能
に
し
た
。
②
外
国
企
業
に
特
許

料
を
払
っ
て
日
本
国
内
で
製
造
す
る
「
ラ
イ
セ
ン
ス

生
産
品
」
を
ラ
イ
セ
ン
ス
元
の
国
へ
輸
出
可
能
に
し

た
。
③
「
救
難
・
輸
送
・
警
戒
・
監
視
・
掃
海
」
の
五

類
型
に
関
わ
る
武
器
の
輸
出
は
、「
本
来
業
務
」や「
自

己
防
護
」
に
必
要
な
場
合
に
は
殺
傷
武
器
も
搭
載
で

き
る
こ
と
に
な
っ
た
。
④
「
国
際
法
に
違
反
す
る
侵

略
を
受
け
て
い
る
国
」
な
ど
「
被
侵
略
国
」
全
般
に
、

非
殺
傷
武
器
を
輸
出
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
⑤
国

際
共
同
開
発
品
の
第
三
国
輸
出
は
、
戦
闘
機
の
エ
ン

ジ
ン
、
主
翼
な
ど
の
「
部
品
」
や
技
術
の
提
供
を
可

能
と
し
た
⒁
。　

　

さ
ら
に
パ
ト
リ
オ
ッ
ト
・
ミ
サ
イ
ル
の
米
国
へ
の

輸
出
が
決
定
さ
れ
、
二
〇
二
五
年
一
一
月
二
〇
日
に

は
輸
出
が
完
了
し
た
⒂
。
二
〇
二
四
年
三
月
二
六
日

に
は
、
運
用
指
針
の
一
部
改
定
に
よ
っ
て
、
国
際
共

同
開
発
・
生
産
の
パ
ー
ト
ナ
ー
国
以
外
の
第
三
国
へ

の
完
成
品
の
輸
出
が
可
能
に
な
り
、
日
英
伊
が
共
同

開
発
・
生
産
す
る
次
期
戦
闘
機（
グ
ロ
ー
バ
ル
戦
闘
航

空
プ
ロ
グ
ラ
ム
）の
第
三
国
へ
の
輸
出
が
解
禁
さ
れ
た
⒃
。

　

防
衛
省
が
設
置
し
た
「
防
衛
力
の
抜
本
的
強
化
に

関
す
る
有
識
者
会
議
」
の
二
〇
二
五
年
九
月
一
九
日

の
報
告
書
で
は
、
防
衛
装
備
移
転
の
提
言
に
関
し
て
、

「
救
難
、
輸
送
、
警
戒
、
監
視
、
掃
海
の
五
類
型
に

該
当
す
れ
ば
移
転
が
認
め
ら
れ
得
る
と
い
っ
た
ル
ー

ル
が
設
け
ら
れ
て
い
る
が
、
現
実
を
勘
案
し
、
国
民

の
理
解
を
得
て
移
転
の
道
を
広
げ
て
い
く
こ
と
が
必

要
で
あ
る
。
そ
の
際
、
我
が
国
と
友
好
関
係
に
あ
り
、

自
由
や
民
主
主
義
と
い
っ
た
価
値
観
を
有
し
、
他
国

か
ら
脅
威
を
受
け
て
い
る
国
へ
の
装
備
の
移
転
に
つ

い
て
は
、
制
限
を
設
け
な
い
と
す
る
考
え
方
も
一
案

で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
⒄
。

　

自
民
党
と
維
新
の
会
の
二
〇
二
五
年
一
〇
月
二
〇

日
の
連
立
合
意
書
で
は
、「
防
衛
生
産
・
技
術
基
盤
を

強
化
す
る
観
点
か
ら
、
二
六
年
通
常
国
会
に
お
い
て

『
防
衛
装
備
移
転
三
原
則
の
運
用
指
針
』
の
五
類
型

を
撤
廃
し
、
防
衛
産
業
に
か
か
る
国
営
工
廠
お
よ
び

国
有
施
設
民
間
操
業
に
関
す
る
施
策
を
推
進
す
る
。」

こ
と
が
謳
わ
れ
て
い
る
⒅
。

　

政
府
内
で
は
、
運
用
指
針
の
五
類
型
の
記
述
を
削

除
し
た
上
で
、
代
わ
り
に
「
完
成
品
全
般
」
と
明
記

す
る
案
が
取
り
ざ
た
さ
れ
て
お
り
、
来
春
に
も
撤
退

す
る
方
向
で
調
整
に
入
っ
た
と
報
じ
ら
れ
て
い
る
⒆
。

　

殺
傷
武
器
の
輸
出
解
禁
は
、
集
団
的
自
衛
権
の
行

使
容
認
や
、
敵
基
地
攻
撃
能
力
の
保
有
な
ど
、
積
み

重
ね
ら
れ
て
き
た
解
釈
改
憲
の
延
長
線
上
に
あ
る
。

日
本
が
「
戦
争
を
す
る
国
」
と
な
り
、「
他
国
に
殺
傷

兵
器
を
輸
出
す
る
国
」
に
ま
で
な
れ
ば
、
平
和
憲
法

は
完
全
に
空
洞
化
す
る
。
日
本
が
厳
格
な
武
器
輸
出

全
面
禁
止
の
原
則
を
改
め
て
採
用
し
、
現
行
の
防
衛

装
備
移
転
三
原
則
を
そ
の
方
向
へ
改
定
す
る
。
国
際

協
力
に
お
い
て
「
紛
争
を
助
長
し
な
い
」
原
則
を
改

め
て
確
立
し
、
軍
事
的
な
協
力
で
は
な
く
、
軍
縮
、

緊
張
緩
和
、
難
民
受
け
入
れ
、
気
候
危
機
、
貧
困
の

克
服
、災
害
救
援
な
ど
、人
々
の
命
を
脅
か
す
問
題
の

解
決
に
非
軍
事
で
尽
力
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
⒇
。

　

四
　
憲
法
の
平
和
原
則
の
発
展

　

高
市
首
相
の
一
一
月
七
日
の
衆
議
院
予
算
委
員
会

に
お
け
る
、
台
湾
有
事
は
集
団
的
自
衛
権
を
行
使
す

る
「
存
立
危
機
事
態
」
に
な
り
得
る
と
い
う
答
弁
は
、

台
湾
問
題
の
平
和
的
解
決
を
求
め
る
こ
れ
ま
で
の
日

本
政
府
の
立
場
を
放
棄
し
、
一
国
の
首
相
が
中
国
に

対
し
て
宣
戦
布
告
を
行
っ
た
に
等
し
い
も
の
で
あ
り
、

首
相
に
求
め
ら
れ
る
の
は
謝
罪
と
発
言
の
撤
回
で
あ

る
。
他
方
で
、
私
た
ち
が
追
求
す
べ
き
課
題
は
、
安

保
三
文
書
軍
事
体
制
の
こ
れ
以
上
の
進
行
を
く
い
と

め
、
日
本
を
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
平
和
と
和
解
を
実

現
す
る
国
家
へ
と
転
換
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
「『
戦
争
の
惨
禍
』
へ
の
深
刻
な
反
省
と
悔
恨
を
ふ

た
た
び
将
来
の
日
本
へ
の
社
会
的
想
像
と
し
て
喚
起

す
る
こ
と
で
、
非
戦
型
の
『
小
国
』
平
和
主
義
を
今

後
に
向
け
て
踏
み
し
め
る
べ
き
道
と
し
て
選
択
し
て

い
く
」
こ
と
に
、
二
一
世
紀
の
将
来
の
日
本
の
活
路

が
あ
る
と
い
う
提
言
が
す
で
に
な
さ
れ
て
い
る
21
。

　

旧
軍
国
主
義
体
制
と
独
善
的
な
好
戦
的
国
家
主
義

に
再
び
し
な
い
た
め
、
か
り
に
再
軍
事
化
を
前
提
と

し
て
も
文
民
統
制
と
国
際
協
調
が
最
低
限
の
原
則
で

あ
る
。
し
か
し
、
平
和
憲
法
は
、
そ
の
よ
う
な
通
常

の
諸
外
国
憲
法
同
様
の
国
際
協
調
路
線
に
と
ど
ま
る

わ
け
で
は
な
い
。
憲
法
前
文
と
第
九
条
を
基
軸
と
す

る
次
の
よ
う
な
三
つ
の
独
創
的
平
和
原
則
に
こ
そ
憲
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法
の
平
和
主
義
の
固
有
の
意
義
が
あ
る
こ
と
が
、
先

学
の
憲
法
学
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

第
一
平
和
原
則
＝
一
切
の
戦
争
放
棄
シ
ス
テ
ム
の

維
持
・
展
開
に
よ
っ
て
国
際
連
合
の
平
和
維
持
機
能

を
強
化
す
る
こ
と
に
寄
与
し
、
戦
争
制
度
を
廃
止
す

る
「
戦
争
非
合
法
化
」
の
普
遍
的
世
界
平
和
組
織
の

建
設
と
実
効
化
を
目
指
す
。
第
二
平
和
原
則
＝
わ
が

国
に
お
け
る
軍
縮
と
軍
備
撤
廃
の
実
行
の
プ
ロ
セ
ス

と
実
績
を
示
し
つ
つ
周
辺
国
際
的
地
域
そ
し
て
世
界

の
軍
縮
実
現
の
イ
ニ
シ
ャ
チ
ブ
を
と
り
促
進
す
る
。

第
三
平
和
原
則
＝
日
本
国
民
の「
平
和
的
生
存
権
」保

障
の
実
行
モ
デ
ル
を
提
示
し
つ
つ
、
全
世
界
の
国
民

（
人
類
）が
そ
れ
を
ひ
と
し
く
尊
重
さ
れ
る
「
正
義
」
に

基
づ
く
人
類
平
和
「
秩
序
」
の
建
設
に
努
め
る
22
。

　

安
保
体
制
と
自
衛
隊
に
よ
る
安
全
保
障
に
代
わ
り

う
る
構
想
を
説
得
的
に
提
示
し
て
い
く
と
い
う
課
題

が
あ
る
。
同
時
に
、
①
日
本
国
民
の
近
代
・
現
在
戦

争
の
経
験
を
確
認
し
、
継
承
し
て
い
く
。
②
東
ア
ジ

ア
に
お
い
て
和
解
と
相
互
協
力
を
す
す
め
、
軍
事
的

緊
張
の
緩
和
と
非
核
・
平
和
保
障
機
構
づ
く
り
に
取

り
組
む
。
③
軍
隊
で
は
な
く
一
般
市
民
を
防
衛
の
主

体
と
し
、
非
暴
力
手
段
に
よ
り
市
民
生
活
を
防
衛
す

る
「
市
民
的
防
衛
」
論
の
有
用
性
を
検
討
す
る
23
。
そ

し
て
、
④
必
然
的
に
従
属
国
家
化
に
向
か
わ
ざ
る
を

得
な
い
軍
事
大
国
の
道
で
は
な
く
、
日
本
国
憲
法
の

理
念
に
沿
っ
た
平
和
的
国
際
協
調
・
国
際
協
力
の
可

能
性
の
探
究
に
つ
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
24
。

注⑴　

https://w
w
w.whitehouse.gov/w

p-content/uploads/
2025/12/2025-N

ational-S
ecurity-Strategy.pdf at 24. 

最
終
閲
覧
二
〇
二
五
年
一
二
月
一
一
日
、
以
下
同
様
。

⑵　

https://new
s.yahoo.co.jp/articles/e0ba26097e3

48d07286f3542b3a4b3c5c79dea09

⑶　

古
関
彰
一
は
、「
対
米
従
属
は
、
米
国
や
日
米
安
保
と
の

関
係
だ
け
で
見
ら
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
実
は
近
代
日
本
の
あ

り
方
そ
の
も
の
が
根
底
か
ら
問
わ
れ
て
い
る
」
と
い
う
。『
対

米
従
属
の
構
造
』
み
す
ず
書
房
、
二
〇
二
〇
年
、
三
三
四
頁
。

⑷　

軍
事
費
総
額
11
兆
円　
25
年
度
補
正　
閣
議
決
定　
Ｇ
Ｄ
Ｐ

比
２
％
対
米
公
約
受
け
前
倒
しhttps://w

w
w
.jcp.or.jp/

akahata/aik25/2025-11-29/2025112901_01_0.php 

今
年
度
の
防
衛
費
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
２
％
前
倒
し
達
成
へ　

補
正

予
算
案
で
積
み
増
し https://w

w
w.asahi.com

/articles/
A
S
T
C
X
4Q

6Q
T
C
X
U
T
F
K
00S

M
.htm

l

⑸　

杉
原
泰
雄
『
憲
法
と
資
本
主
義
の
現
在
│「
百
年
に
一

度
の
危
機
」の
な
か
で
』勁
草
書
房
、
二
〇
一
〇
年
、
二
三
三

│
二
三
四
頁
。

⑹　

高
市
首
相
か
つ
て「
邪
魔
に
な
る
」と
…
非
核
三
原
則
の

文
言
堅
持
を
明
言
せ
ず https://w

w
w.asahi.com

/articles/
A
S
T
C
C
457L

T
C
C
U
T
F
K
00C

M
.htm

l
⑺　

高
市
首
相
、「
非
核
三
原
則
」見
直
し
議
論
へ　
「
持
ち
込
ま

せ
ず
」が
焦
点 https://m

ainichi.jp/articles/20251114/
k00/00m

/010/391000c

⑻　

高
市
首
相
、
非
核
三
原
則
で「
岡
田
克
也
外
相
答
弁
」
継

承
表
明　

当
時
も
有
事
仮
定
の
質
疑
、意
趣
返
し
か https://

w
w
w.sankei.com

/article/20251126-M
3U

B
W

7O
Q
IJA

7V
E
U
U
D
B
R
G
R
R
JX

54/

⑼　

静
岡
新
聞
社
説　

非
核
三
原
則
見
直
し　

国
是
の
後
退

許
さ
れ
な
い https://new

s.at-s.com
/article/1853539

⑽　
『
日
米
同
盟
に
お
け
る
拡
大
抑
止
の
実
効
性
向
上
を
目

指
し
て
│「
核
の
傘
」
を
本
物
に
』https://w

w
w.spf.org/

jpus-j/publications/20250602.htm
l

⑾　

し
ん
ぶ
ん
赤
旗
主
張　
非
核
三
原
則
見
直
し　
日
本
を
核

戦
争
の
足
場
に
す
る
な https://w

w
w.jcp.or.jp/akahata/

aik25/2025-11-22/2025112202_01_0.php
⑿　

山
内
敏
弘
「
憲
法
九
条
の
意
義
と
東
北
ア
ジ
ア
非
核
化

の
課
題
」『
安
倍
改
憲
論
の
ね
ら
い
と
問
題
点
』
日
本
評
論
社
、

二
〇
二
〇
年
、
一
七
九
│
二
一
四
頁
。

⒀　

https://w
w
w.cas.go.jp/jp/gaiyou/jim

u/pdf/bouei1.
pdf⒁　

https://w
w
w.cas.go.jp/jp/gaiyou/jim

u/pdf/r51222_
bouei5.pdf

⒂　

https://w
w
w
.asahi.com

/articles/A
S
T
C
N
2G

V
5

T
C
N
U
T
F
K
00D

M
.htm

l

⒃　

https://w
w
w.cas.go.jp/jp/gaiyou/jim

u/pdf/r60326_
bouei9.pdf　

https://w
w
w.nikkei.com

/article/D
G
X
Z

Q
O
U
A
240W

T
0U

4A
320C

2000000/

⒄　

https://w
w
w.m

od.go.jp/j/policy/agenda/m
eeting/

drastic-reinforcem
ent/pdf/siryo06_02.pdf

⒅　

https://w
w
w.nikkei.com

/article/D
G
X
Z
Q
O
U
A
20

A
P
30Q

5A
021C

2000000/

⒆　
「
五
類
型
」
来
春
に
も
撤
廃　

装
備
輸
出
、
歯
止
め
焦
点

│
政
府
与
党 https://w

w
w.jiji.com

/jc/article?k=2025
120401074&

g=pol /

⒇　

平
和
構
想
提
言
会
議
「
日
本
は
『
死
の
商
人
』
に
な
る
の

か
、
殺
傷
兵
器
の
輸
出
に
反
対
す
る
共
同
声
明
」（
二
〇
二
三

年
一
〇
月
三
日
）の
主
張
。https://heiwakosoken.org/news/

archives/2

21　

千
葉
眞
「『
小
国
』平
和
主
義
の
す
す
め
」思
想
一
一
三
六

号
、
二
〇
一
八
年
、
一
〇
四
頁
。

22　

深
瀬
忠
一
「
日
本
国
憲
法
の
理
念
と
現
実
│
平
和
主
義

を
中
心
と
し
て
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
八
七
五
号
、一
九
八
七
年
、一
〇

│
一
四
頁
。
同
『
戦
争
放
棄
と
平
和
的
生
存
権
』
岩
波
書
店
、

一
九
八
七
年
、
二
〇
四
│
二
四
五
頁
。

23　

麻
生
多
聞
「
非
軍
事
的
安
全
保
障
論
研
究
序
説
│
ジ
ー

ン
・
シ
ャ
ー
プ
『
市
民
的
防
衛
』
の
意
義
と
課
題
」
憲
法
研
究

第
一
二
号
、
二
〇
二
三
年
、
八
一
│
八
九
頁
。

24　

小
林
武
『
平
和
的
生
存
権
の
展
開
』日
本
評
論
社
、二
〇

二
一
年
、
二
九
二
頁
。
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